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地方公務員健康状況等調査に関する Q&A（回答） 

 

 

【目次】 

１． 全ての調査において、職員数の基準日はいつになりますか。 

２． 総職員数には臨時職員を含めますか。 

３． 総職員数には再任用職員を含めますか。 

４． 総職員数には特別職は含めますか。 

５． 人間ドック受診者は健康診断受診者に含めますか。 

６． 有所見の定義について教えてください。 

７． 労働者災害補償保険法による二次健康診断と同様の二次健康診断実施状況について、

地方公務員は同法の対象外のため実施していないため、対象者の有無も分かりませ

ん。 

８． 長期病休者について 年度内に退職した場合は人数に含めますか。 

９． 長期病休者について ひとりの職員が３０日以上または１か月以上の休業を年度内

に２回以上行った場合は、２人と回答すれば良いのでしょうか。 

１０． 長期病休者について 年度をまたいで３０日以上病休を取っている者は対象に含め

ますか。 

１１． 長期病休者について ひとりの職員が２０日間休業した後に復帰したが、その後ま

た２０日間の休業を取得した場合について教えてください。 

１２． 長期病休者について 育休・産休は対象に含みますか。 

１３． 長期病休者の定義が「１か月以上または３０日以上」となっていますが、根拠法令

はあるでしょうか。 

１４． 死亡者数の合計欄にエラーメッセージが出てしまいます。 

１５． がん検診の実施状況について 費用負担は共済、受診の呼びかけは自治体がおこな

っているが、実施主体はどこになりますか。 

１６． 次年度以降、会計年度任用職員は調査対象に含めますか。 

１７． 過去の調査を精査したところ誤りが見つかりました。修正申告は必要でしょうか。 

 

 

 

【回答】 

Ｑ １ ．全ての調査において、職員数の基準日はいつになりますか。 

Ａ １ ．年度内であればいつでも構いません。団体内で基準にしている日があれば、それに

従い記入してください。 
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Ｑ ２ ．総職員数には臨時職員を含めますか。 

Ａ ２ ．臨時職員は含めないでください。区別することが困難な場合は臨時職員を含めて

も構いません。 

 

Ｑ ３ ．総職員数には再任用職員を含めますか。 

Ａ ３ ．含めてください。 

 

Ｑ ４ ．総職員数には特別職は含めますか。 

Ａ ４ ．含めないでください。 

 

Ｑ ５ ．人間ドック受診者は健康診断受診者に含めますか。 

Ａ ５ ．人間ドック結果を健康診断受診者に振り替える対応を行っている場合は、数に含

めてください。  

 

Ｑ ６ ．有所見の定義について教えてください。 

Ａ ６ ．本調査においては「異常なし」「所見なし」以外のものは、全て有所見に含めてく

ださい。 

 

Ｑ ７ ．労働者災害補償保険法による二次健康診断と同様の二次健康診断実施状況につい

て、地方公務員は同法の対象外のため実施していないため、対象者の有無も分かり

ません。 

Ａ ７ ．「対象者なし」として回答をお願いします。同様の制度を各団体で制定・実施して

いる場合は対象者数の回答をお願いします。 

 

Ｑ ８ ．長期病休者について 休暇を取得していた者が年度内に退職した場合は人数に含

めますか。 

Ａ ８ ．人数に含めてください。職員数の基準日よりも前に退職した場合でも数に含めて

ください。 

 

Ｑ ９ ．長期病休者について ひとりの職員が３０日以上または１か月以上の休業を年度

内に２回以上行った場合は、２人と回答すれば良いのでしょうか。 

Ａ ９ ．１人として計上してください。なお病休の理由がそれぞれ異なる場合は２人とし

て計上してください。 

 

Ｑ１０．長期病休者について 年度をまたいで３０日以上病休を取っている者は対象に含

めますか。 
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Ａ１０．調査年度内で３０日以上の病休を取っている場合は、対象者数に含めてください。

前年度に２０日間、今年度に２０日間といった場合は対象外となります。 

 

Ｑ１１．長期病休者について ひとりの職員が２０日間休業した後に復帰したが、その後ま

た２０日間の休業を再度取得した場合について教えてください。 

Ａ１１．同一の理由による場合は合計４０日間としてカウントし、対象者数に含めてくださ

い。別の理由による場合はそれぞれ２０日間としてカウントするため、対象者数に

は含めないでください。 

なお、年度内で通算３０日間以上の場合に１名とカウントします。例えば２０日間

入院後、通院治療で１０日間の場合、合計３０日間とみなし、１名とカウントして

ください。 

なお時間休は対象外となりますので、ご注意ください。 

 

Ｑ１２．長期病休者について 育休・産休は対象に含みますか。 

Ａ１２．通常の分娩による場合は含めません。育休は対象外です。 

 

Ｑ１３．長期病休者の定義が「１か月以上または３０日以上」となっていますが、根拠はあ

るでしょうか。 

Ａ１３．長期病休者の把握方法は各自治体により異なっているため、このような表現を採用

しています。 

 

Ｑ１４．死亡者数の合計欄にエラーメッセージが出てしまいます。 

Ａ１４．集計の都合上、死亡要因の一番右の合計欄に手入力で合計数を入れていただきます

ようお願いします。 

 

Ｑ１５．がん検診の実施状況について 費用負担は共済、受診の呼びかけは自治体がおこな

っているが、実施主体はどこになりますか。 

Ａ１５．実施主体＝費用負担とは必ずしもいえないため、企画を行っているのが自治体側で

あれば、実施主体は自治体と回答してください。 

Ｑ１６．会計年度任用職員は対象に含めますか。 

Ａ１６．次年度調査（令和３年度）より対象に含める方向で検討をしております。今年度調

査（令和２年度）では法律改正前のため、対象には含まれません。 

 

Ｑ１７．過去の調査を精査したところ誤りが見つかりました。修正申告は必要でしょうか。 

Ａ１７．修正申告の必要はありませんが、内容確認のため担当者へ直接お問い合わせをお願

いします。 


